
税務訴訟資料 第２６３号－１８９（順号１２３１３） 

東京地方裁判所　平成●●年（○○）第●●号　所得税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処

分取消請求事件 

国側当事者・国（鶴見税務署長） 

平成２５年１０月１８日認容・確定 

判 決 

原告   甲 

同訴訟代理人弁護士  中根 克弘 

同    三宅 大輝 

被告   国 

同代表者法務大臣   谷垣 禎一 

処分行政庁    鶴見税務署長 

菊池 修 

被告指定代理人    逸見 佳代 

同    髙橋 直樹 

同    長田 光弘 

同    宇野 憲之 

同    橋本 健 

同    小野 由美子 

主 文 

１ 鶴見税務署長が原告に対して平成２２年１１月９日付けでした乙の平成１９年分の所得税に係

る決定のうち原告が納めるべき額につき０円を超える部分及び無申告加算税の賦課決定（ただし、

いずれも平成２３年１２月８日付け裁決により一部取り消された後のもの）をいずれも取り消す。 

２ 訴訟費用は被告の負担とする。 

事実及び理由

第１ 請求 

主文同旨 

第２ 事案の概要等 

本件は、平成１９年１２月２６日に死亡した乙（以下「乙」という。）の共同相続人の１人であ

る原告が、鶴見税務署長から、乙に課されるべき同年分の所得税を納める義務について、法定相続

分によりあん分して計算した額を承継したとして、乙の平成１９年分の所得税に係る決定の処分

（以下「本件決定処分」という。）及び無申告加算税の賦課決定の処分（以下「本件賦課決定処分」

といい、本件決定処分と併せて「本件各処分」という。）を受けたことに対し、乙は遺言で原告の

相続分を零と定めたから、原告が納める義務を承継する乙に課されるべき平成１９年分の所得税の

額は０円であり、このことはその後に原告が遺留分減殺請求権を行使する旨の意思表示をしたこと

によっても左右されるものではないなどと主張して、本件各処分（ただし、いずれも平成２３年１
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２月８日付け裁決（以下「本件裁決」という。）により一部取り消された後のもの）の取消しを求

める事案である。 

１ 関係法令の定め 

(1) 国税通則法（以下「通則法」という。）５条１項前段は、相続があった場合には、相続人は、

その被相続人に課されるべき、又はその被相続人が納付し、若しくは徴収されるべき国税（そ

の滞納処分費を含む。）を納める義務を承継する旨を定めている。 

(2) 通則法５条２項は、同条１項前段の場合において、相続人が２人以上あるときは、各相続

人が同項前段の規定により承継する国税の額は、同項の国税の額を民法９００条から９０２条

まで（法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定）の規定によるその相続分

によりあん分して計算した額とする旨を定めている。 

２ 前提事実 

以下の各事実（以下「前提事実」という。）は、当事者間に争いがないか、又は弁論の全趣旨

により容易に認められる。 

(1) 乙の相続の経緯 

ア 原告は、乙の子である丙（以下「丙」という。）の子である。 

乙は、平成１９年１２月２６日に死亡した。原告は、丙が平成元年４月１１日に死亡して

いたことから、丙を代襲して乙の相続人となった。乙の相続人には、原告のほかに、乙の配

偶者である丁（以下「丁」という。）並びに乙の子である戊（以下「戊」という。）、Ｆ（以

下「Ｆ」という。）、Ｇ（以下「Ｇ」という。）及びＨ（以下「Ｈ」といい、丁、戊、Ｆ及び

Ｇと併せて「他の相続人ら」という。）がおり、原告の法定相続分は、１０分の１である。 

イ 乙は、平成３年１月２８日、公正証書（甲２の１。以下「本件公正証書」という。）によ

って以下の旨の遺言（以下「本件公正証書遺言」という。）をした。 

(ｱ) 横浜市鶴見区●●の土地を丁に相続させる（第１条）。 

(ｲ) 横浜市鶴見区●●及び同●●の各土地並びに同●●所在の建物をＧに相続させる（第

２条）。 

(ｳ) 横浜市港北区●●の土地及び同土地上の建物をＨに相続させる（第３条）。 

(ｴ) 神奈川県鎌倉市●●所在の建物を戊に相続させる（第４条）。 

(ｵ) 現金及び預貯金債権を他の相続人らに均等の割合で相続させる（第５条）。 

(ｶ) 前記(ｱ)から(ｵ)までの財産を除く遺産全部（株式、ゴルフ会員権、動産等を含む。）を

丁に相続させる（第６条）。 

ウ 乙は、平成５年４月１８日、自筆証書（甲２の２。以下「本件自筆証書」という。）によ

って以下の旨の遺言（以下「本件自筆証書遺言」といい、本件公正証書遺言と併せて「本件

遺言」という。）をした（これにより、本件公正証書遺言のうち前記イ(ｶ)に係る定めについ

ては、本件自筆証書遺言のうち後記(ｱ)に係る定めと抵触する限度で、その一部が撤回され

たものとみなされる（民法１０２３条１項）。）。本件自筆証書は、平成２０年３月４日、東

京家庭裁判所により検認された。 

(ｱ) Ｉ株式会社（以下「Ｉ」という。）、Ｊ株式会社、Ｋ株式会社（以下「Ｋ」という。）及

び有限会社Ｌ（以下「Ｌ」という。）等（以下、これらを総称して「Ｉ等」という。）の「持

株の配分」は、丁、Ｆ、Ｇ及びＨに等分とする。 

(ｲ) Ｉ等の後継者は、代表取締役に丁を、取締役にＦ、Ｇ及びＨをそれぞれ指名する。 
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エ 原告は、平成２０年３月２６日に差し出した内容証明郵便（乙１）をもって、他の相続人

らに対し、遺留分減殺請求権を行使する旨の意思表示（以下「本件遺留分減殺請求」という。）

をした。 

(2) 課税処分の経緯 

原告は、乙の平成１９年分の所得税２億７９８８万７１００円について、所得税法１２５条

１項の規定に基づく確定申告書を提出しなかったところ、鶴見税務署長は、原告に対し、平成

２２年１１月９日付けで本件各処分をした。なお、本件決定処分において原告が納める義務を

承継したとされた上記の所得税の額は、原告の法定相続分である１０分の１の割合によりあん

分して計算されたものであった。 

本件各処分、本件各処分についての原告の異議申立て並びにこれらに対する鶴見税務署長の

決定、これらの決定を経た後の本件各処分についての原告の審査請求及びこれに対する国税不

服審判所長の裁決（本件裁決）の経緯は、別表「課税処分等の経緯」記載のとおりである。 

なお、本件裁決は、本件公正証書及び本件自筆証書には原告の相続分に関する記載がないも

のの、乙が原告の相続分を零と定めたものと解するのが相当であるとした上で、原告による本

件遺留分減殺請求の結果、民法９０２条による原告の指定された相続分は２０分の１であると

して、原告が上記の割合によりあん分して計算した額の乙の上記の所得税を納める義務を承継

したとするものであった。 

(3) 本件訴えの提起 

原告は、平成２４年２月２４日、本件訴えを提起した（顕著な事実）。 

３ 本件各処分の根拠及び適法性に関する被告の主張 

本件各処分の根拠及び適法性に関する被告の主張は、後記４において引用する別紙１「争点に

関する当事者の主張の要旨」第１（被告の主張の要旨）記載のほか、別紙２「本件各処分の根拠

及び適法性に関する被告の主張」記載のとおりである。 

４ 争点及びこれに関する当事者の主張の要旨 

本件の争点は、本件各処分（ただし、いずれも本件裁決により一部取り消された後のもの）の

適法性であり、具体的には、まず、本件遺言が原告の相続分を定めたものといえるかどうか（争

点１）が問題となり、これが肯定される場合には、通則法５条２項の規定に従って原告が納める

義務を承継する乙に課されるべき平成１９年分の所得税の額は、本件遺言で定められた相続分の

割合により計算されることになるところ、この計算の基礎となる相続分が本件遺留分減殺請求に

よって修正されるかどうか（争点２）が問題となる。 

本件の争点に関する当事者の主張の要旨は、別紙１「争点に関する当事者の主張の要旨」記載

のとおりである。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 争点１（本件遺言が原告の相続分を定めたものといえるかどうか） 

(1) 前提事実のとおり、本件遺言は、乙の遺産のうち各不動産をＦを除く他の相続人らにそれ

ぞれ相続させ（前提事実(1)イ(ｱ)から(ｴ)まで）、現金及び預貯金債権を他の相続人らに均等の

割合で相続させ（前提事実(1)イ(ｵ)）、Ｉ等の株式を戊を除く他の相続人らに均等の割合で相

続させ（前提事実(1)ウ(ｱ)）、その余の全ての遺産を丁に相続させる（前提事実(1)イ(ｶ)）旨

のものである。乙の共同相続人のうち、本件公正証書及び本件自筆証書に記載がないのは、原

告だけである。 
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遺言書において遺産のうちの特定の財産を共同相続人のうちの特定の者に相続させる趣旨

の遺言者の意思が表明されている場合、当該遺言は、当該遺言書の記載から、その趣旨が遺贈

であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、遺産の分割の方法を

定めたものと解するのが相当であり、当該遺言において相続による承継を当該相続人の受諾の

意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして被相続人の死亡

の時に直ちに当該財産は当該相続人に相続により承継されるものと解するのが相当であると

ころ（最高裁平成●●年（○○）第●●号同３年４月１９日第二小法廷判決・民集４５巻４

号４７７頁参照）、本件遺言においてはこうした特段の事情はいずれも認められないから、

乙の全ての遺産は乙の死亡の時に直ちにそれぞれ本件遺言で定められた他の相続人らのいず

れかに承継されるというべきである。 

そして、このとおり乙の全ての遺産を他の相続人らに承継させるものとすれば、おのずと原

告において乙の遺産を承継する余地が奪われることになるのは明らかであるところ、本件遺言

は本件公正証書及び本件自筆証書をもって２次にわたってされたものであり、そのいずれにも

原告についての記載はなく、本件自筆証書にはＩ等の後継者についての記載もあり、乙の相続

についての生前の意思としてはこれらの遺言書をもって尽くされていると認められることに

照らすと、本件遺言については、乙の共同相続人のうち原告の相続分をないもの、すなわち零

と定めたものと認めるのが相当である。 

(2) これに対し、被告は、相続分の指定は、共同相続に際して各相続人が取得し得べき相続財

産の総額に対する分数的割合で示されるものであり、遺言者が法定相続分についていかなる分

数的割合に変更するかを明らかにしている場合にのみ相続分の指定があったと解すべきであ

るなどとして、本件遺言は相続分を定めるものではないなどと主張するところ、本件遺言につ

いて、他の相続人の各人の相続分を定めるものとは解し難いことに関しては、当事者間に争い

がないが、民法９０２条２項の規定は、その文言に照らし、共同相続人の一部について遺言で

相続分を定めることができることを前提とするものと解され、また、遺言で一部の相続人の相

続分を零と定める相続分の指定をすることそれ自体を否定するものでもないものというべき

であって、本件遺言について、既に述べたように、原告の相続分を零と定める限度で相続分の

指定があると認めることが妨げられるものと解すべき根拠は見当たらないというべきである。 

また、被告は、乙には銀行からの借入金等の債務が存するところ、本件遺言にはこうした相

続債務をも含めて原告の相続分を定める意思が示されているとみることはできないなどとし

て、本件遺言は原告の相続分を定めるものではないとも主張するが、前記(1)で述べた本件遺

言の内容等から相続債務については他の相続人らに全てを相続させる旨の意思のないことが

明らかであるなどの特段の事情はうかがわれないから、本件遺言においては、他の相続人らに

相続債務も全て相続させる旨の意思が表示されているものと解するのが相当であり（最高裁

平成●●年(○○)第●●号同２１年３月２４日第三小法廷判決・民集６３巻３号４２７頁参

照）、相続債務はこのことを前提として承継されることとなるのであって、被告の上記主張

に係る点も前記のように認定判断することを妨げるものとは解し難い。 

以上のほか、本件遺言が原告の相続分を定めるものではないとする被告の主張は、これまで

判示したところ照らし、いずれも採用することができない。 

２ 争点２（通則法５条２項の計算の基礎となる原告の相続分が本件遺留分減殺請求によって修正

されるかどうか） 
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(1) 通則法５条１項は、相続があった場合には、相続人は、その被相続人に課されるべき国税

を納める義務を承継する旨を定め、同条２項は、その場合に、相続人が２人以上あるときは、

各相続人が承継する国税の額は、同項の国税の額を民法９００条から９０２条まで（法定相続

分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定）の規定によるその相続分によりあん分し

て計算した額とする旨を定めている（前記第２の１)。 

そして、前記１のとおり、本件遺言は原告の相続分を零と定めるものと認められるところ、

これは民法９０２条の遺言による相続分の指定に当たるから、原告が納める義務を承継する乙

の平成１９年分の所得税の額は、通則法５条２項の規定に従い、乙の平成１９年分の所得税の

額に零を乗じて計算した額である０円となるというべきである。 

(2) これに対し、被告は、最高裁平成●●年（○○）第●●号同２４年１月２６日第一小法廷決

定・裁判集民事２３９号６３５頁が、遺留分減殺請求により相続分の指定が減殺された場合に

は、遺留分割合を超える相続分を指定された相続人の指定相続分がその遺留分割合を超える部

分の割合に応じて修正されるものと解するのが相当である旨の判示をしたことなどに照らし、

本件遺留分減殺請求により、原告の指定相続分は遺留分の割合に相当する割合に修正されるか

ら、原告が納める義務を承継する乙に課されるべき国税の額は、その遺留分割合に相当する割

合である２０分の１の割合によりあん分して計算されることになるなどと主張する。 

しかし、前記１(2)に述べたところからすると、原告の遺留分の侵害額の算定に際しては、

本件遺言で原告の相続分が零と定められたことを前提に、原告の法定相続分に応じた相続債務

の額は遺留分の額に加算することなく計算されることとなると解される（前掲最高裁平成２１

年３月２４日第三小法廷判決参照）。その上で、特定遺贈又は遺贈の対象となる財産を個々的

に掲記する代わりにこれを包括的に表示する実質を有する包括遺贈に対して遺留分権利者が

減殺を請求した場合、これらの遺贈は遺留分を侵害する限度において失効し、受遺者が取得し

た権利は遺留分を侵害する限度で当然に遺留分権利者に帰属するところ、このようにして帰属

した権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しないものであって（最高裁平

成●●年（ ○ ○ ）第●●号同８年１月２６日第二小法廷判決・民集５０巻１号１３２頁参照）、

このような性質のものとして権利が帰属したことに伴い、当該遺留分権利者の遺留分の侵害額

の算定に当たりその基礎とされた指定による相続分について、その内容が修正されることとな

るものと解すべき根拠は格別見いだし難い。そして、遺産のうちの特定の財産を共同相続人の

うちの特定の者に相続させる旨の遺言により生じた、当該財産を当該相続人に帰属させる遺産

の一部の分割がされたのと同様の遺産の承継関係に基づき、被相続人の死亡の時に直ちに当該

財産が当該相続人に相続により承継された場合についても、当該遺言による被相続人の行為が

特定の財産を処分するものであることにおいて、特定遺贈又は包括遺贈と同様のものであるこ

とに照らすと、当該遺言による当該財産の承継に対して遺留分権利者が減殺を請求したときに

遺留分権利者に帰属する権利に関し、上記に述べたところと異なって解すべき理由は見当たら

ないところである。 

本件においては、原告がした本件遺留分減殺請求について、本件遺言による他の相続人にお

ける上記のような財産の取得以外の事由に対してされたものと認めるべき格別の証拠等は見

当たらず（なお、本件遺言が他の相続人らの各人につき相続分の指定をしたものとは見難いこ

と及び本件遺留分減殺請求が他の相続人らについてされた相続分の指定に対してされたもの

とは見難いことは、本件において被告も自認するところである。）、上記に述べたところからす

5 



ると、原告が本件遺留分減殺請求をしその効果として一定の権利を取得したことをもって、本

件遺言でされた原告についての相続分の定めが被告の主張するように修正されるものとは解

し難いというべきである。 

前掲最高裁平成２４年１月２６日第一小法廷決定は、遺言による相続分の指定が減殺された

場合に、その後に行われる遺産の分割における具体的相続分の算定に当たって、遺留分割合を

超える相続分を指定された相続人の指定相続分が、その遺留分割合を超える部分の割合に応じ

て修正される旨を判示したにすぎず、そもそも本件とは事案を異にするものである。 

したがって、被告の上記主張は、採用することができないというべきである。このほか、原

告が納める義務を承継する乙に課されるべき国税の額が２０分の１の割合によりあん分して

計算されるとする被告の主張は、これまで判示したところに照らし、いずれも採用することが

できない。 

３ 小括 

以上によれば、本件決定処分（ただし、本件裁決により一部取り消された後のもの）は、原告

が納める義務を承継する乙の平成１９年分の所得税の額を０円としなかった点で、違法なもので

あるといわざるを得ない。そして、このことを前提にすると、本件賦課決定処分（ただし、本件

裁決により一部取り消された後のもの）もまた、その全部が違法なものであるということになる。 

第４ 結論 

よって、原告の請求は理由があるから、これを認容することとし、主文のとおり判決する。 

 

東京地方裁判所民事第３部 

裁判長裁判官 八木 一洋 

   裁判官 田中 一彦 

   裁判官 川嶋 知正 
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（別紙１） 

争点に関する当事者の主張の要旨 

 

第１ 被告の主張の要旨 

１ 争点１（本件遺言が原告の相続分を定めたものといえるかどうか） 

(1) 相続分とは、共同相続に際して各共同相続人が相続財産を承継すべき割合であり、各相続

人が取得し得べき相続財産の総額に対する分数的割合として示されるものである。現に、法定

相続分について規定する民法９００条は、同順位の相続人が数人ある場合の各相続人の相続分

として、共同相続する相続人の種類によって異なる分数的割合を定めている。 

遺言による相続分の指定について規定する民法９０２条１項は、法定相続分に関する規定に

かかわらず、遺留分の規定に反しない限り、遺言で、共同相続人の相続分を定めることができ

る旨を定めている。この相続分の指定は、分数的割合をもって定められている法定相続分を修

正ないし変更するものであるし、また、上記のとおり、そもそも相続分が相続財産を承継すべ

き割合をいうものであることからすると、相続財産の何分の何というように相続財産全体に対

する分数的割合で示されるべきである。このことは、同条２項が、共同相続人のうちの１人又

は数人の相続分のみについて遺言で相続分が定められた場合には．他の共同相続人の相続分は

分数的割合をもって定められている法定相続分の規定により定められる旨を定めていること

からも裏付けられる。 

(2) 前掲（本文第３の１(1)参照）最高裁平成３年４月１９日第二小法廷判決は、遺産のうちの

特定の財産を特定の相続人に相続させる旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であ

ることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情がない限り、遺贈と解すべきではなく、

遺産の分割の方法を定めたものと解すべきである旨を判示しているが、特定の財産を特定の相

続人に相続させる旨の遺言がされた場合であっても、それにより相続財産全体に対する相続す

べき分数的割合が指示されている限り、相続分の指定と解される。もっとも、相続分の指定が

遺言者の意思によって分数的割合である法定相続分に修正ないし変更を加えるものであるこ

とからすれば、特定の財産を特定の相続人に相続させる旨の遺言が相続分の指定をしていると

いえるのは、遺言者の意思に照らして、遺言者が分数的割合である法定相続分を修正ないし変

更していると判断でき、かつ、その修正ないし変更によっていかなる分数的割合にすると指定

しているかが明らかにされている場合に限られると解すべきである。遺言者が当該特定の財産

の相続財産全体に対する分数的割合を明示していない場合であっても、相続開始時において、

遺言者以外の者が、相続財産全体及び当該特定の財産の価額を割り出して、当該特定の財産の

価額の相続財産全体の価額に対する割合を算出することは可能ではあるが、指定相続分は、飽

くまでも遺言者の意思に基づいて決定されるものであり、遺言者は、各相続人との身分関係及

び生活関係、各相続人の現在及び将来の生活状況及び資力その他の経済関係、特定の不動産そ

の他の遺産についての特定の相続人の関わり合いの関係等各般の事情を考慮して遺言をする

のであるから（前掲最高裁平成３年４月１９日第二小法廷判決参照）、相続開始時において遺

言者以外の者が客観的な価額のみから算出した分数的割合をもって、これを遺言者の意思とみ

なすことは許されないというべきである。 

裁判例においても、相続分の指定は、分数的割合をもって相続人の相続分が表示される場合

をいうとされており、遺言によって遺産の全部が一部の相続人のみに割り当てられたとしても、
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そのような遺言は、飽くまでも遺産分割方法の指定であり、遺言書に記載のない相続人との関

係においてであっても、相続分の指定をしたものとは解されないとされている。例えば、東京

高裁平成●●年（○）第●●号同３年２月５日判決・金融・商事判例９１１号２２頁は、７名

の共同相続人のうちの２名に遺産の全部（ただし、関係法人に遺贈がされた残余のもの）を相

続させるとした遺言について、上記の２名の相続分を各２分の１とする相続分の指定がされた

と当該遺言書に記載のない他の相続人のうちの一部が主張した事案において、「相続分は分数

的割合によって定められており、相続分の指定は、被相続人によってされる相続分の修正であ

り、個々の相続財産のどれを相続人に与えるかとの被相続人の意思とは目的を異にするもので

あるから、同じく分数的割合によるべきである」と判示している。これに対しては、遺言書に

記載のない相続人らが上告し、「原判決は相続分の指定とは遺産全体に対する「分数的割合」

をもって相続分が表示されている場合をいうと解すべきであるというがそのように狭く解す

る理由はなく誤りである」と主張した上で、遺言で相続分を零と定められた旨を主張したが、

最高裁平成●●年（○）第●号同４年１１月１６日第一小法廷判決・裁判集民事１６６号６１

３頁は、「被相続人のした本件遺言が相続分を指定したものとは解されないとした原審の認定

判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、結論において正当として是認することができ、原判

決に所論の違法はない。論旨は採用することができない」と判示して、上告を棄却している。 

原告の指摘する前掲（本文第３の１(2)参照）最高裁平成２１年３月２４日第三小法廷判決

は、相続人２人のうち１人の者に財産全部を相続させる趣旨の遺言がされた当該個別事案にお

いて、当該遺言が当該相続人の相続分を全部と指定したものであるとの合理的意思解釈をした

ものにすぎず、遺言に記載されていない相続人の指定相続分を零と解すべきとの一般論を判示

したものではなく、本件とは事実関係も異なるから、その判示内容は、本件における各相続人

の相続分を確定する根拠とはなり得ず、原告の主張は同判決を正解しないものであり、前提に

おいて失当である。 

(3) ところで、通則法５条２項は、「相続による納税義務の承継につき、民法の相続制度と一層

調整を図るとともに徴税の合理化に資する」（乙６・４９頁）ことを趣旨としていた昭和３７

年法律第６６号による削除前の国税徴収法２７条２項の規定を引き継ぐものとして制定され

たものであるところ、同規定は、昭和３４年法律第１２７号による改正前の同法４条の２にお

いて、相続による納税義務の承継について、相続人が２人以上あるときは相続又は遺贈によっ

て得た財産の価額によりあん分した額により承継する旨が定められていたものを、民法８９９

条に規定する共同相続人による一般相続債務の承継との調整を図って改めたものであった（乙

６、７）。そして、通則法５条２項及び昭和３７年法律第６６号による削除前の国税徴収法２

７条２項は、相続人が２人以上ある場合に各相続人が承継する国税の額の計算に用いられる

「相続分」については、計算の簡明性等の観点から、民法が規定する法定相続分（民法９００

条）、代襲相続分（同法９０１条）、遺言による相続分の指定（同法９０２条）、特別受益者の

相続分（同法９０３条、９０４条）及び特別寄与者の相続分（同法９０４条の２）の５つの相

続分のうち、前三者のみを採用している。寄与分を採用しなかったのは、そもそもこれについ

て定める民法９０４条の２が権利に関する規定であり、形式的にみて義務に係る相続分の基礎

とはなり得ないことなどに理由があるとされているが、他方、特別受益者の相続分を採用しな

かったのは、過去に遡って事実の調査をすることを要し、各相続人の承継する国税の額の確定

が極めて繁雑となるからであるとされている。 
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このように計算の簡明性等が要請されていることに照らせば、通則法５条２項にいう民法９

０２条の規定による相続分とは、相続財産全体に対する分数的割合と解すべきである。このよ

うに解することは、前記(1)のとおり、民法が相続分の指定について分数的割合をもって表示

されることを予定していると解されることとも合致するし、通則法５条２項が民法における一

般相続債務の承継と調整を図ることを趣旨とする昭和３７年法律第６６号による削除前の国

税徴収法２７条２項の規定を引き継いだものであることとも整合する。 

仮に、特定の財産を特定の相続人に相続させる旨の遺言について、遺言者が各相続人の相続

分をいかなる分数的割合にする意思であったかが明らかでないのに、相続分の指定を伴うもの

と解し、これに基づいて国税の承継額を計算するとなれば、当該特定の相続人又は課税庁が、

遺言者の意思とは無関係に、申告や処分を行う時点における当該相続財産全体及び当該特定の

財産の客観的な価額を割り出して、当該特定の財産の当該相続財産全体に対する分数的割合を

算出せざるを得ないこととなり、民法が、遺言者の意思を尊重し、これに基づいて法定相続分

を修正ないし変更できるとした趣旨に反することになる。加えて、国税債権は、国家財政上、

簡明な計算方法により可及的速やかに確定すべきであるところ、相続財産全体及び特定の財産

の価額についての調査は、極めて煩雑かつ困難な作業であって、これを納税者又は課税庁に負

わせることは、計算の簡明性等を重視する通則法の趣旨に照らし、およそ法が予定しているも

のではない。 

現行課税実務においても、計算の簡明性の観点から、通則法５条２項にいう民法９０２条の

規定による相続分とは、分数的割合により定められているものをいうと解し、また、相続させ

る旨の遺言については、遺産の分割の方法の定めたものであり、相続分を定めたものではない

と解する運用がされている。この運用は、前掲東京高裁３年２月５日判決の判示するところに

も沿うものである。 

(4) 本件遺言については、乙の合理的な意思解釈として、特定の財産を特定の相続人に単独で

相続させようとする趣旨のものと認められ、本件公正証書及び本件自筆証書の記載から、その

趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情があるとはいえない

から、本件遺言は、遺産の分割の方法を定めたものと解される（前掲最高裁平成３年４月１９

日第二小法廷判決）。 

そして、前記(2)のとおり、相続分の指定は、分数的割合をもって規定されている法定相続

分を修正ないし変更するものであるから、相続財産全体に対する分数的割合で示されるべきも

のであり、民法が遺言者の意思を尊重していることに照らせば、遺言者がいかなる分数的割合

に修正ないし変更するかを明らかにしている場合にのみ、相続分の指定があったと解すべきで

あるところ、本件遺言においては、他の相続人らに相続させるとされた土地及び建物その他の

遺産について、その価額や、相続財産全体に対する割合などが何ら示されていないから、乙が

当該特定の財産を相続財産全体に対してどのような分数的割合で捉えていたかは明らかにさ

れていないといえる。したがって、本件遺言は、遺言者がいかなる分数的割合に修正ないし変

更するかを明らかにしたものとは解することができず、相続分の指定を伴うものであると評価

することはできない。 

なお、本件公正証書及び本件自筆証書には原告が記載されていないが、他の相続人のいずれ

についても各相続人の相続分を分数的割合で示しておらず、相続分の指定がされていないと解

すべきである上、単に本件遺言に記載がないというのみの原告についてだけ相続分を零と指定
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するという他の相続人と異なる取扱いをあえてしたとの事情は何らうかがわれず、前掲東京高

裁平成３年２月５日判決及び前掲最高裁平成４年１１月１６日第一小法廷判決が判示すると

ころからも明らかなとおり、原告が本件公正証書及び本件自筆証書に記載されていないことか

ら直ちに原告の相続分を零と定めたものと解されるわけではない。そもそも、相続分とは、積

極財産のみならず消極財産をも含めた各共同相続人が取得し得べき相続財産の総額に対する

分数的割合を示すものであり、遺言によって積極財産の分割の方法が示されたのみでは、消極

財産をも含めたその余の相続財産をいかなる割合で分割するか、すなわち相続分をどのように

修正ないし変更するかまで明らかにされたとはいえない。そして、乙には、銀行からの借入金

等の債務が存するところ（乙８、９）、本件遺言では、乙の積極財産をどのように分割するか

については定められているものの、上記債務をどのように分割するかについては、明らかにさ

れているとはいい難い。さらに、本件遺言には、確かに積極財産を原告に相続させる旨は定め

られていないが、消極財産を原告に割り当てないとか、積極財産も消極財産も含めて原告の相

続分を零とする意思が表示されているとみるのも困難である。このように、本件遺言からは、

他の相続人らはもとより、原告についても、その指定相続分を読み取ることはできないのであ

るから、本件遺言で原告の相続分が零と指定されたと解することはできない。 

原告が本件遺留分減殺請求をするに当たり他の相続人らに宛てて郵送した遺留分減殺請求

書（乙１）をみても、それが相続分の指定に対して行われた旨の記載はなく、その他、原告が

本件遺留分減殺請求をするに当たり、本件遺言により相続分の指定がされたと解していること

がうかがわれる記載等は存せず、かえって、原告がその後に横浜家庭裁判所に対して他の相

続人らを相手方として申し立てた本件遺留分減殺請求に係る家事調停事件（同裁判所平成●

●年（○○）第●●号事件）の申立書（乙２）には、他の相続人らに対して本件遺言により遺

贈がされた旨の記載がされていたものである。 

原告は、乙が本件遺言の作成当時に原告に対しては自分の財産を与えたくないという気持ち

を有していたことが推察されるなどと主張するが、原告が侵害された遺留分の回復を求めて丁、

Ｇ及びＨの３名を被告として横浜地方裁判所に提起した訴え（横浜地方裁判所平成●●年（○

○）第●●号共有持分登記移転手続等請求事件）において丁、Ｇ及びＨが提出した平成２２年

４月３０日付け準備書面(1)（甲１１）には、丙は原告の父との離婚に際して解決金として１

３００万円の小切手を受領したところ、それまで乙から経済的援助を受けていたことなどから、

これを乙に贈与した旨の記載があり（甲１１・２頁）、これが真実であれば、乙が生前に丙に

対して行った経済的援助の額は相当多額であったことが推認されるのであって、本件公正証書

及び本件自筆証書に原告の記載がないことの理由の一つとして、原告の被代襲者である丙に対

する多額の生前贈与（特別受益）の存在があったとも解し得る。いずれにせよ、原告の上記主

張は、憶測にすぎないのである。 

(5) 以上のとおり、本件遺言は、遺産の分割の方法を定めたものであり、相続分を定めたもの

ではないから、原告が承継する乙に課されるべき平成１９年分の所得税の額は、通則法５条２

項の規定に従い、原告の法定相続分である１０分の１の割合によりあん分して計算されること

になる。 

上記計算によれば、原告が承継する納付すべき税額は２７９８万８７００円であるところ

（別紙２・１(2))、本件決定処分に係る原告が承継する納付すべき税額（別表のＡの欄の順号

１７）は、これと同額であるから、本件決定処分は適法である。 
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２ 争点２（通則法５条２項の計算の基礎となる原告の相続分が本件遺留分減殺請求によって修正

されるかどうか） 

(1) 本件遺言は、前記１のとおり、相続分の指定を伴うものではないから、原告が承継する乙

に課されるべき国税の額は、原告の法定相続分である１０分の１の割合によりあん分して計算

されるべきであるが、仮に、本件遺言が相続分の指定を伴うとされた場合であっても、以下の

とおり、本件遺留分減殺請求により、原告の指定相続分はその遺留分割合に相当する２０分の

１に修正されるから、原告が承継する乙に課されるべき国税の額は、２０分の１の割合により

あん分して計算されることになる。 

ア 遺留分とは、一定の相続人（遺留分権利者）に留保されることが法律上保障された相続財

産の一部をいう。 

遺留分制度には、ゲルマン＝フランス型とローマ＝ドイツ型の二つの系統があり、ゲルマ

ン＝フランス型では、法定相続人が相続人の資格において遺留分を有しており、遺留分が相

続分の一部としての形をとっているが、ローマ＝ドイツ型では、推定法定相続人には法定相

続人としての地位の保障がなく、遺留分はそれに代わる一定の財産額であるとされていると

ころ、我が国の明治民法における遺留分法は、この二つの系統のうち、ゲルマン＝フランス

型に属するとされており、現行民法における遺留分法も、ゲルマン＝フランス型としての特

徴は変わっていないと解されている。我が国の民法では、法定相続権が遺留分権の基礎を成

しているので、遺留分権利者の資格・範囲・順位については、相続権のそれに関する法理が

そのまま適用されている。 

イ 民法は、遺留分権を実現する方法として、遺留分権利者にその利益を強制するのではなく、

遺留分権利者の自由意思をもって遺留分の保全に必要な限度において遺贈や贈与を減殺す

ることができるものとした。遺留分を侵害する行為の効力については、その行為が当然に無

効となるのではなく、単に減殺を請求され得るにとどまるとされており、「遺留分に関する

規定に違反することができない」（同法９０２条１項ただし書）などの定めに抵触する行為

についても、これを無効と解するのではなく、遺留分減殺請求の対象となるにとどまると解

する立場が通説である。遺留分減殺請求権の法的性質については、「遺留分権利者が民法１

０３１条に基づいて行う減殺請求権は形成権であって、その権利の行使は受贈者または受遺

者に対する意思表示によってなせば足り、必ずしも裁判上の請求による要はなく、また一

たん、その意思表示がなされた以上、法律上当然に減殺の効力を生ずるもの」（最高裁昭

和●和○●年（○○）第●●号同４１年７月１４日第一小法廷判決・民集２０巻６号１１８３

頁）とされている。 

ウ 遺留分減殺請求の効果については、「遺留分権利者の減殺請求により贈与又は遺贈は遺留

分を侵害する限度において失効し、受贈者又は受遺者が取得した権利は右の限度で当然に減

殺請求をした遺留分権利者に帰属するものと解するのが相当」（最高裁昭和●●年（○○）

第●●号同５１年８月３０日第二小法廷判決・民集３０巻７号７６８頁）とされている。ま

た、相続分の指定に対して遺留分減殺請求がされた場合に、遺留分減殺請求が相続分の指定

に与える効果については、「相続分の指定が、特定の財産を処分する行為ではなく、相続人

の法定相続分を変更する性質の行為であること、及び、遺留分制度が被相続人の財産処分の

自由を制限し、相続人に被相続人の財産の一定割合の取得を保障することをその趣旨とする

ものであることに鑑みれば、遺留分減殺請求により相続分の指定が減殺された場合には、遺
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留分割合を超える相続分を指定された相続人の指定相続分が、その遺留分割合を超える部分

の割合に応じて修正されるものと解するのが相当である（最高裁平成●●年（○○）第●●

号同１０年２月２６日第一小法定判決・民集５２巻１号２７４頁参照）」（前掲（本文第３

の２(2)参照）最高裁平成２４年１月２６日第一小法廷決定）とされている。このように解

することは、我が国の民法が、遺留分を法定相続人としての地位の保障に代わる一定の財産

額であるとするローマ＝ドイツ型ではなく、遺留分を相続分の一部とするゲルマン＝フラン

ス型に属することとも整合するものといえる。 

この点に関し、原告は、前掲最高裁平成２１年３月２４日第三小法廷判決は共同相続人の

うちの１人に対して財産全部を相続させる旨の遺言につき相続分の指定としての法的意義

をも認める立場を明らかにしたものといえるとした上で、指定された共同相続人間の内部関

係における相続債務の承継割合が遺留分減殺請求によっても修正されることなく維持され

ることを前提とするものと解されると主張するが、同判決は、飽くまでも相続開始の時を基

準としての遺留分の侵害額の算定方法について判示したものであって、上記の主張は失当で

ある。 

エ 前記ウのとおり、遺留分を侵害する相続分の指定に対して遺留分減殺請求がされた場合に

は、当該遺留分権利者の指定相続分は、遺留分割合と同じ割合に修正されるから（前掲最高

裁平成２４年１月２６日第一小法廷決定）、本件遺留分減殺請求により、原告の指定相続分

は、その遺留分割合に相当する２０分の１に修正される。 

したがって、乙に課されるべき平成１９年分の所得税の額は、通則法５条２項の規定に従

い、上記のとおり修正された指定相続分である２０分の１の割合によりあん分して計算した

額（１３９９万４３００円）となる。本件決定処分（ただし、本件裁決により一部取り消さ

れた後のもの）に係る原告の納付すべき税額は、この額と同額であるから、本件決定処分（た

だし、本件裁決により一部取り消された後のもの）は、適法である。 

(2) これに対し、原告は、前掲最高裁平成３年４月１９日第二小法廷判決の判示するところに

照らせば、本件遺言により乙の全ての遺産は他の相続人らに物権的に移転するであるとか、前

掲最高裁平成８年１月２６日第二小法廷判決の判示するところに照らせば、本件遺留分減殺請

求によって原告はその対象とされた財産の共有持分を物権的に取得するなどした上で、乙の遺

産については、本件遺留分減殺請求の前後を問わず遺産分割の余地は全くなく、遺産分割にお

ける分配基準としての指定相続分を観念する必要もなければ、遺留分減殺請求によって修正さ

れた指定相続分を機能させる場面もないなどとして、本件遺留分減殺請求によっても、原告の

指定相続分は修正されないなどと主張する。 

ア しかし、相続させる旨の遺言により全ての遺産が特定の相続人に承継される場合であって

も、家庭裁判所における遺産分割調停で、関係当事者間に当該遺言の対象遺産も含めて分割

の協議をしてみようとの空気が醸し出され、又は当該遺言による遺産の承継により遺留分侵

害の結果になることが明らかであるときには、前掲最高裁平成３年４月１９日第二小法廷判

決の判示に係る遺産の承継の効果はさておいて、柔軟で妥当な遺産分割の方途を目指すべき

であると指摘されていることからすれば（最高裁判所判例解説民事篇平成３年度２３０頁）、

遺産分割調停が行われる余地は残されているというべきである。原告の上記主張は、乙の遺

産について遺産分割の余地はないとする点で、失当である。 

また、前記１(1)のとおり、相続分とは、共同相続に際して各共同相続人が相続財産を承

12 



継すべき割合であり、各共同相続人が取得し得べき相続財産の総額に対する分数的割合とし

て示されるものであるところ、この割合は、特定の財産をどの相続人に取得させるかという

遺産の分割の方法によって左右されるものではない。特定の相続人がその相続分を超える特

定の財産を取得した場合であっても、補償金等による調整をもって（家事事件手続法１９５

条）、取得した特定の財産が自己の相続分を下回る相続人も、なおその相続分を確保し得る

のであるから、遺言により全ての遺産について物権変動が生じたとしても、相続分の意義に

影響が及ぶものではない。原告の上記主張は、本件遺言により乙の全ての遺産についてその

相続開始の時に物権変動が生じたことをもって相続分の意義が失われるとする点でも、失当

である。 

イ さらに、前記(1)アのとおり、我が国の明治民法における遺留分法及びそれを踏襲した現

行民法における遺留分法は、ゲルマン＝フランス型に属するものであるところ、ゲルマン＝

フランス法における遺留分制度については、相続人がその資格において遺留分権を有するこ

とから、遺留分権は相続権としての性格を有しており、遺留分減殺請求によって取り戻され

た財産は、当然に相続財産を構成するという特徴があるとされているから、仮に遺留分権利

者が遺留分減殺請求によって取り戻した財産について遺産分割をする余地がないとしても

（前掲最高裁平成８年１月２６日第二小法廷判決参照）、その相続財産性が失われるもので

はない。 

加えて、遺留分権利者が限定承認をした場合に被相続人の債権者が遺留分減殺請求権を代

位行使し得るかについては、民法起草者は否定説に立っていたが、近時では肯定説が一般で

あるところ、肯定説の根拠は、相続人が遺留分減殺請求権を行使した場合には、これによっ

て取り戻された財産は相続債権者の債権の引当てとなるのに、相続人が遺留分減殺請求権を

行使しないときには、相続財産が債務超過であっても債権の完済を得られないというは、均

衡を失することにある。すなわち、遺留分減殺請求によって取り戻された財産は、他の相続

人との間で遺産共有の関係にならず、遺産分割の対象にはならないものの（前掲最高裁平成

８年１月２６日第二小法廷判決参照）、限定承認に際して相続債権の引当てとなる意味で、

責任の面からは相続財産であるといえるのであって、このことからも、遺産分割の余地がな

いことと相続財産性を有することとは両立するものとして考えられるのである。 

このとおり遺留分減殺請求により取り戻された財産の相続財産性が失われない以上、これ

については相続分が観念されることになる。そして、各共同相続人はその相続分に応じて被

相続人の権利義務を承継すると定める民法８９９条の規定は、遺産分割前における法律関係

のみを定めたものとみるべきではないから、相続分に応じた被相続人の権利義務の承継は、

遺産分割がされる前後のいずれであるかや遺産分割の手続が必要とされるか否かなどに関

わりなくされるものといえる。したがって、遺留分権利者である相続人が、相続させる旨の

遺言によって財産を取得した他の相続人に対して遺留分減殺請求をした場合であっても、各

相続人がその相続分に応じて被相続人の権利義務を承継することに変わりはなく、ここに前

掲最高裁平成２４年１月２６日第一小法廷決定の射程が及ぶことによって、その相続分は遺

留分減殺請求により修正された指定相続分となるのである。このことは特定の財産が物権的

に当該他の相続人に移転したものであるか否かや、遺産分割の手続が必要とされか否かによ

って左右されるものではないというべきである。前掲最高裁平成８年１月２６日第二小法廷

判決は、遺留分減殺請求により取り戻された財産が「遺産分割の対象となる」相続財産であ
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ることを否定したにすぎないのであって、遺留分減殺請求により取り戻された財産が相続財

産性を有することや、これについて相続分が観念されることまでをも否定するものではない

のである。 

原告の上記主張は、遺留分減殺によって取り戻された財産について遺産分割の余地がない

から相続分を観念することができないとする点で、失当である。 

(3) さらに、原告は、本件遺留分減殺請求により原告の指定相続分がその遺留分割合に相当す

る割合である２０分の１に修正され、原告が承継する乙に課されるべき国税の額がこの割合に

よりあん分して計算した額になるとすると、求償問題の発生を回避しようとする通則法５条２

項の趣旨が没却される、担税力に応じた税負担を実現しようとする同項の趣旨が没却される、

法的安定性が害されるといった問題が生ずるとも主張する。 

ア しかし、通則法５条２項の趣旨は、前記１(3)のとおりであり、求償問題の発生を回避し

ようとすることにあるわけではない。相続分の指定があるかどうかが不明であるため法定相

続分に応じた納税の告知等を行った場合に、後になって相続分の指定があると判明したとき

であっても、将来に向かって承継する額を修正するにすぎないのであって、このことからし

ても、同項に基づく賦課徴収手続は、相続人間の求償問題の発生を回避することを目的とは

していないことは明らかである。そもそも、原告の上記主張は、原告が乙から承継した国税

の額はその遺留分額に加算されないことを前提とするものであるが、前掲最高裁平成２１年

３月２４日第三小法廷判決は、相続人のうち１人が相続債務も全て承継したと解される場合

に、相続債務を承継していない遺留分権利者に係る遺留分侵害額の算定において、法定相続

分の割合に応じた相続債務の額を遺留分額に加算しないと判断したにとどまり、それ以上に、

遺留分額に加算すべき相続債務をどのように考えるかを判示したものではないのであって、

同判決の判示するところから原告が乙から承継した国税の額がその遺留分額に加算されな

いという結論が一義的に導かれるものではない。 

イ また、通則法５条２項の趣旨は、担税力に応じた税負担を実現しようとすることにあるわ

けでもない。同項は、各相続人が被相続人から承継する国税を納める義務について、遺産分

割により現実に取得した積極財産の価額に応じてではなく、民法の規定による相続分に応じ

てこれを計算することとしたものであるから、各相続人の租税の支払能力を考慮する趣旨の

規定ではないというべきである。現に、同条３項には、資力がない者が国税を納める義務を

承継することがあり得ることを考慮した規定が置かれている。そもそも同条２項が規定して

いるのは、担税力を考慮して構築された課税制度に基づいて被相続人の国税を納める義務の

内容が確定した後において、その額をどのような割合で各相続人に承継させるかであって、

担税力そのものが問題となる場面ではない。 

ウ さらに、遺言で相続分が定められている場合、相続人は、その遺言で定められた相続分に

応じて被相続人に課されるべき所得税を納める義務を承継し、これを申告することになると

ころ、申告時までに遺留分減殺請求がされていなければ、遺言で定められた相続分の割合に

応じて計算した額による申告をすればよく、申告時までに遺留分減殺請求がされていれば、

遺留分減殺請求によって修正された指定相続分の割合に応じて計算した額による申告する

ことになるだけのことであって、相続人が申告すべき所得税の額は、申告期限内に遺留分減

殺請求がされたか否かで確定しているのであるから、法的安定性が損なわれることもない。 

第２ 原告の主張の要旨 
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１ 争点１（本件遺言が原告の相続分を定めたものといえるかどうか） 

(1) 本件遺言において、原告が相続する乙の遺産は皆無とされている。すなわち、本件公正証

書遺言の第１条から第５条まで及び本件自筆証書遺言において、特定の遺産を原告以外の特定

の相続人に相続させる旨が記載されているのみならず（前提事実(1)イ(ｱ)から(ｵ)まで、ウ(ｱ)）、

本件公正証書遺言の第６条において、本件公正証書遺言に物件を特定して掲げられていない全

ての遺産が包括して丁に相続させる旨が記載されていることから（前提事実(1)イ(ｶ)）、乙の

全ての遺産は他の相続人らに相続されることになり、乙の財産が新規に発見されるなどの事態

が生じたとしても、原告が相続する遺産は必然的に皆無のままとなるのである。このように原

告を遺産の配分から完全に排除していることは、とりもなおさず、原告の相続分を零としよう

とすることにほかならない。 

原告は、侵害された遺留分の回復を求めて、丁、Ｇ及びＨの３名を被告とする訴え（前記

（第１の１(4)参照）横浜地方裁判所平成●●年（ ○ ○ ）第 ●号事件）を提起しているところ、

同訴訟において丁、Ｇ及びＨが提出した前記準備書面(1)には、乙の認識として、丙が原告の

父との婚姻中に原告の父及びその両親に冷遇され、離婚に追いやられ、原告の親権についても

譲歩を強いられた上、原告の父の家族と絶縁状態になった旨の記載があり（甲１１・２頁から

３頁まで）、このことからも、乙が、本件遺言の作成当時に、丙の子である原告に対しては自

分の財産を与えたくないという気持ちを有していたことが推察される。被告は、本件公正証書

遺言及び本件自筆証書遺言に原告の記載がないことの理由の一つとして、丙に対する多額の生

前贈与（特別受益）の存在があったとも解し得るなどと主張するが、乙の遺産が純資産価額と

して２６億円を超える超富裕層レベルのものであったことからすれば（甲１４）、乙が丙に経

済的援助をしていたとしても、それは結婚に際しての費用であるとか小遣いにすぎないものと

いうべきであって、その程度の経済的援助であれば、戊も受けていたはずである。 

以上によれば、本件遺言は、原告の相続分を法定相続分である１０分の１ではなく零と定め

るもので、相続分の指定（民法９０２条）に当たるというべきである。 

(2) これに対し、被告は、特定の遺産を特定の相続人に相続させる旨の遺言は、遺産の分割の

方法を定めたものであり、法定相続分の分数的割合を別の分数的割合に変更するという遺言者

の意思が明らかでない限り、相続分の指定を伴うものとは解されないなどとして、本件遺言は、

遺産の分割の方法を定めたものであり、相続分を定めたものではないなどと主張する。 

しかし、以下のとおり、本件遺言は、遺産の分割の方法を定めるとともに相続分を定めるも

のであり、いわゆる「相続分の指定を伴う遺産分割方法の指定」に当たるといえるから、被告

の上記主張は失当である。 

ア 遺言で相続分を定める態様には様々なものがあり、相続人の全員又は一部について法定相

続分とは異なる相続分の割合を定めるという態様が典型ではあるが、これに限らず、特定の

遺産を特定の相続人に相続させるという態様であっても、それにより相続財産全体に対する

相続すべき割合が指示されている限り、その遺言は相続分の指定としての法的意義を有する

と解されている（甲５・１９８頁）。 

イ そして、遺産分割方法の指定と相続分の指定とは、必ずしも両立しない関係にあるもので

はなく、ある遺言が遺産分割方法の指定としての法的意義と相続分の指定としての法的意

義を併有することがあり得ると解されている（甲５・１９８頁から１９９頁まで）。裁判

例においても、東京高裁昭和●●年（○○）第●●号、第 ●●号同４５年３月３０日判決・
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判例時報５９５号３８８頁（甲６）が「被相続人が自己の所有に属する特定の財産を特定の

相続人に取得させる旨の指示を遺言でした場合に、これを相続分の指定、遺産分割方法の指

定もしくは遺贈のいずれとみるべきかは、被相続人の意思解釈の問題にほかならないが、被

相続人において右の財産を相続財産の範囲から除外し、右特定の相続人が相続を承認すると

否とにかかわりなく（たとえば相続人が相続を放棄したとしても）、その相続人に取得させ

ようとするなど特別な事情がある場合は格別、一般には遺産分割に際し特定の相続人に特定

の財産を取得させるべきことを指示する遺産分割方法の指定であり、もしその特定の財産が

特定の相続人の法定相続分を超える場合には相続分の指定を伴う遺産分割方法を指定した

ものであると解するのが相当である」と判示し、東京高裁昭和●●年（○○）第●●号同６

０年８月２７日判決・判例時報１１６３号６４頁（甲７）が「被相続人が特定の相続財産を

特定の相続人に取得させる旨の遺言をした場合には、特別の事情のない限り、これを特定の

財産の遺贈とみるべきではなく、遺産分割において右特定の財産を当該相続人に取得させる

べきことを指示する遺産分割方法の指定（民法９０８条）とみるべきものであり、もし右特

定の財産の価額が当該相続人の法定相続分を超えるときは、相続分の指定（同法９０２条）

を併せ含む遺産分割方法の指定をしたものと解するのが相当である」と判示しているように、

相続分の指定を伴う遺産分割方法の指定という概念が定着している。 

前掲最高裁平成３年４月１９日第二小法廷判決は、特定の遺産を特定の相続人に相続させ

る旨の遺言は、特段の事情がない限り、民法９０８条にいう遺産の分割の方法を定めたもの

と解すべきである旨を判示しているが、これは、ある遺言が遺産分割方法の指定としての法

的意義と相続分の指定としての法的意義を併有することがあることを否定するものではな

い。むしろ、前掲最高裁平成２１年３月２４日第三小法廷判決が「相続人のうちの１人に対

して財産全部を相続させる旨の遺言により相続分の全部が当該相続人に指定された場合、遺

言の趣旨等から相続債務については当該相続人にすべてを相続させる意思のないことが明

らかであるなどの特段の事情のない限り、当該相続人に相続債務もすべて相続させる旨の意

思が表示されたものと解すべきであり、これにより、相続人間においては、当該相続人が指

定相続分の割合に応じて相続債務をすべて承継することになると解するのが相当である」と

判示しているのは、相続させる旨の遺言に対し、遺産分割方法の指定としての法的意義のみ

ならず、相続分の指定としての法的意義をも認める立場を明らかにしたものといえる。 

ウ 不動産にしても、株式にしても、特定の相続人が取得した遺産の評価額をめぐって常に争

いが生ずる余地があるから、本件遺言に基づいて乙の遺産を相続した他の相続人らについて

は、各自が取得する遺産の遺産全体に対する割合を一義的な数値をもって確定することがで

きず、国税を納める義務の承継の場面では通則法５条２項にいう「相続分の指定」が存する

と認めることはできないと解されることも理解できる。 

他方、本件遺言において間違いなく一義的に確定しているのは、原告が乙の遺産の配分か

ら完全に排除され、これを承継する割合が零であるということである。被告は、相続分の指

定は相続財産全体に対する分数的割合で示されなければならないなどと主張するが、原告の

相続分を零と定めることは、被告の主張する指定相続分の要件である「分数的割合」として

一義的な数値でそれが確定していることを当然に満たすものである。 

これに対し、被告は、前掲東京高裁平成３年２月５日判決及び前掲最高裁平成４年１１月

１６日第一小法廷判決の判示するところから、本件遺言がその名宛人としていない原告の相
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続分を零と定めたものとは解されないなどと主張するが、最高裁平成●●年（○○）第●●

号同１１年４月２３日第二小法廷判決・登記情報４５３号１２９頁は、被相続人が６名の相

続人のうちの５名に対してその相続分を各５分の１と定めて遺産を包括的に相続させる旨

の遺言をした事案において、遺言書に記載のない相続人について、その遺言により相続分は

ないものと指定された旨の判示をしている。 

また、被告は、本件遺言では、乙の積極財産をどのように分割するかについては定められ

ているものの、消極財産をどのように分割するかについては明らかにされていないことから、

他の相続人らはもとより、原告についても、その指定相続分を読み取ることはできないなど

と主張するが、遺言で相続分を定めるに当たって、消極財産の承継割合を定めることは必ず

しも不可欠なことではなく、特段の事情のない限り、積極財産の承継割合が定められていれ

ば、その承継割合によって相続分が定められたものと認めることができるというべきである。

前記イでも引用したとおり、前掲最高裁平成２１年３月２４日第三小法廷判決は、「遺言に

より相続分の全部が当該相続人に指定された場合、遺書の趣旨等から相続債務については当

該相続人にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限

り、当該相続人に相続債務もすべて相続させる旨の意思が表示されたものと解すべきであり」

と判示している。 

２ 争点２（通則法５条２項の計算の基礎となる原告の相続分が本件遺留分減殺請求によって修正

されるかどうか） 

(1) 民法８９９条は、各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する旨

を定めているところ、これについては、遺言で相続分が定められたときは、共同相続人間の内

部関係においては債務についても指定相続分に応じて承継されるものの、相続債権者との関係

では指定相続分に応じた承継を対抗することはできないと解されている。このように共同相続

人間の内部関係と相続債権者との対外的関係とを区別する解釈は、相続債権者の保護の観点か

らは、やむを得ないものと理解できる。 

他方、通則法５条２項は、上記の民法の解釈とは異なり、遺言で相続分が定められたときは、

国税債務は法定相続分ではなく遺言で定められた相続分に応じて承継されるものとしている。

これは、遺言でその相続分を定められた相続人は、法定相続分ではなく遺言で定められた相続

分に応じた権利を承継するところ、常に法定相続分に応じた国税債務を承継するものとすると、

遺言で法定相続分を下回る相続分を定められた相続人にとっては承継する国税債務の負担が

過度に重い苛酷なものとなる一方で、遺言で法定相続分を上回る相続分を定められた相続人に

とっては、相続分を少なく定められた他の共同相続人の犠牲において、承継する国税債務の負

担が軽くなって、共同相続人間に不公平が生じ、更には求償問題をも生じさせかねないからで

あると解される。同項は、共同相続人間の内部関係と対外的関係とを一致させ、遺産の分配状

況と国税債務の承継状況とに比例関係を持たせることにより、担税力に応じた税負担を実現す

るとともに、求償問題の発生をも回避することができるものとしたのである。 

(2) 前掲最高裁平成２１年３月２４日第三小法廷判決は、前記１(2)に掲げたように判示した上

で、「遺留分権利者が相続債権者から相続債務について法定相続分に応じた履行を求められ、

これに応じた場合も、履行した相続債務の額を遺留分の額に加算することはできず、相続債務

をすべて承継した相続人に対して求償し得るにとどまるものというべきである」と判示してい

るところ、これは、共同相続人間の内部関係における相続債務の承継割合が遺留分減殺請求に
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よっても何ら修正されることなくそのまま維持されることを前提とするものであると解され

る。前記(1)のとおり、通則法５条２項の趣旨が共同相続人間の内部関係と対外的関係とを一

致させることにあると解されることからすれば、前掲最高裁平成２１年３月２４日第三小法廷

判決の判示するところに照らし、原告が承継する乙に課されるべき国税の額の計算の基礎とな

る相続分についても、本件遺留分減殺請求によって何ら修正されることなくそのまま維持され

るものと解すべきである。 

さらに、前掲最高裁平成８年１月２６日第二小法廷判決が、「民法は、遺留分減殺請求を減

殺請求をした者の遺留分を保全するに必要な限度で認め（１０３１条）、遺留分減殺請求権を

行使するか否か、これを放棄するか否かを遺留分権利者の意思にゆだね（１０３１条、１０４

３条参照）、減殺の結果生ずる法律関係を、相続財産との関係としてではなく、請求者と受贈

者、受遺者等との個別的な関係として規定する（１０３６条、１０３７条、１０３９条、１０

４０条、１０４１条参照）など、遺留分減殺請求権行使の効果が減殺請求をした遺留分権利者

と受贈者、受遺者等との関係で個別的に生ずるものとしていることがうかがえる」と判示して

いることからしても、本件遺留分減殺請求の効果は、原告と他の相続人との関係において個別

的な法律関係の変更が生ずるにとどまると解すべきであり、この法律関係の外部にある国との

間の国税債務の承継関係については、本件遺留分減殺請求による影響を受けないものと解すべ

きである。 

(3) これに対し、被告は、前掲最高裁平成２４年１月２６日第一小法廷決定の判示するところ

から、本件遺留分減殺請求により、原告の指定相続分は、その遺留分割合に相当する割合であ

る２０分の１に修正されるなどと主張するが、以下のとおり、被告の主張は失当である。 

ア 前掲最高裁平成２４年１月２６日第一小法廷決定は、遺言で遺産の分割の方法が定められ

ず、相続分だけが定められていた事案において、相続分の指定に対して遺留分減殺請求がさ

れた場合について判断したものである。相続分を指定するだけの遺言は、相続開始後に相続

人間で遺産分割を行うことを予定し、その遺産分割に当たっての分配基準としての相続分を

定めるにすぎないから、このような遺言があったとしても、遺産の共有状態は持続すること

になり、遺産が相続人に物権的に移転するためには、遺産分割を要することになる。そして、

相続分の指定に対して遺留分減殺請求がされたとしても、この分配基準が修正されるにすぎ

ないから、遺産の共有状態が解消されるわけではなく、遺産の物権的な移転のために遺産分

割を要することに変わりはない。前掲最高裁平成２４年１月２６日第一小法廷決定が「遺留

分減殺請求により相続分の指定が減殺された場合には、遺留分割合を超える相続分を指定さ

れた相続人の指定相続分が、その遺留分割合を超える部分の割合に応じて修正される」と判

示しているのは、遺産の共有状態を前提に、修正後の指定相続分が遺産分割に当たっての分

配基準として機能することを述べているのである。 

イ ところが、本件遺言は、相続分だけを定めるものではなく、乙の全ての遺産について相続

人を割り当てる「相続分の指定を伴う遺産分割方法の指定」に当たるのであって、主従を言

えば、遺産分割方法の指定が主であり、それによって共同相続人間の遺産の取得割合に修正

ないし変更が生ずるという意味で、相続分の指定は従である。このため、本件遺言に対して

された本件遺留分減殺請求は、原告の遺留分が侵害される状態を生じさせた原因である遺産

分割方法の指定に対して作用することになる。 

そして、前掲最高裁平成３年４月１９日第二小法廷判決が、特定の遺産を特定の相続人に
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相続させる旨の遺言があるときは、相続開始と同時に当該遺産が当該相続人に自動的に物権

的に移転する旨を判示していることに照らすと、本件遺言により乙の全ての遺産は他の相続

人らにそれぞれ物権的に移転することになるから、遺産共有状態が生ずることはなく、遺産

分割の余地はないことになる（甲１５）。さらに、前掲最高裁平成８年１月２６日第二小法

廷判決が「特定遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に遺留分権利者に帰

属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しない」と判示しているこ

とに照らすと、原告は、本件遺留分減殺請求によって、その対象となった財産の共有持分を

物権的に取得することになる。すなわち、当該財産について物権法上の共有関係が生ずるの

であって、ここにも遺産分割の余地はない。 

このように、本件遺言については、本件遺留分減殺請求の前後を問わず、遺産分割の余地

が排除されるものであるから、遺産分割における分配基準としての指定相続分を観念する必

要はなく、遺留分減殺請求によって修正された相続分を機能させる場面もないのである。 

ウ ところで、被告は、現行民法の遺留分法がゲルマン＝フランス型に属するものであるとい

う見解に立ち、これを重視して演繹的な解釈をしようとするが、平成時代に入ってからの遺

留分に関する判例の流れは、前掲最高裁平成８年１月２６日第二小法廷判決や「受贈者又は

受遺者は、遺留分減殺の対象とされた贈与又は遺贈の目的である各個の財産について、民法

１０４１条１項に基づく価額弁償をすることができる」と判示した最高裁平成●●年（○

○）第●●号同１２年７月１１日第三小法廷判決・民集５４巻６号１８８６頁などに現れて

いるとおり、遺留分権利者に遺留分相当の財産価値を保障するローマ＝ドイツ型に親和的

な方向に向かっているといえる。 

また、被告は、遺留分権利者が遺留分減殺請求をした場合に取得する財産について、遺産

分割をする余地がなくても相続財産性を失うものではないなどと主張するが、従来、遺留分

減殺請求により取り戻された財産に関しては、相続財産性を認めてその分割は遺産分割によ

るべきであるとする審判説と相続財産性を否定してその分割は共有物分割によるべきであ

るとする訴訟説とが対立していたところ、前掲最高裁平成８年１月２６日第二小法廷判決が

訴訟説に立つことを明らかにした現在において、遺産分割の対象とならない相続財産なるも

のを観念する意味が理解できない。そもそも遺留分減殺請求により取り戻される財産は、他

の相続人から遺留分権利者に移転するのであって、被相続人から遺留分権利者が承継するの

ではない。それに、実際の減殺比率（遺留分減殺請求の対象となる財産について減殺を求め

る持分の比率）は、特別受益などを踏まえた複雑な計算過程によって導かれるものであって、

遺留分割合のような整った分数的割合にはなることはまずないのであるから、遺留分減殺請

求によって取り戻された財産から修正された指定相続分が想起されるものではない。 

なお、遺留分権利者が限定承認をした場合に被相続人の債権者が遺留分減殺請求権を代位

行使し得るかについては、民法起草者は否定説に立っていたが、近時では肯定説が一般で

ある旨の被告の主張は、最高裁平成●●年（○○）第●●号同１３年１１月２２日第一小法

廷判決・民集５５巻６号１０３３頁が、「遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、これを

第三者に譲渡するなど、権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められ

る特段の事情がある場合を除き、債権者代位の目的とすることができない」と判示して、

それまでの論争に終止符を打ち、これにより、遺留分減殺請求権は特段の事情のない限り

行使上の一身専属性を有するという解釈が定着したことを踏まえたものとは解されない。 
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(4) また、本件遺留分減殺請求により原告の指定相続分がその遺留分割合に相当する割合であ

る２０分の１に修正され、原告が承継する乙に課されるべき国税の額がこの割合によりあん分

して計算した額になるとする被告の主張に対しては、以下のような問題も指摘できる。 

ア 原告は、乙に課されるべき国税の額の２０分の１に相当する額を国に納付しなければなら

なくなるところ、前掲最高裁平成２１年３月２４日第三小法廷判決の判示するところからす

れば、これを遺留分の額に加算することはできず、別途、他の相続人らに対して求償しなけ

ればならないことになる。このような帰結は、求償問題の発生を回避しようとする通則法５

条２項の趣旨（前記(1)）を没却するものである。 

イ また、遺留分権利者は、遺留分減殺請求権を行使したとしても、価額による弁償を受けな

い限りは、多数の遺産の一つ一つから細切れの持分を回復するにすぎないのが通常であり、

市場性の乏しい共有持分を売却して現金化するのは非常に困難であるから、直ちにその支払

能力が向上するわけではない。すなわち、遺留分減殺請求権を行使したからといって、担税

力が容易かつ早期に形成されるものではない。それにもかかわらず、遺留分減殺請求権の行

使によって国税を納める義務が遺留分割合に応じて承継されるとすれば、遺留分権利者は、

国税の納付に窮するのみならず、延滞税の増加から疲弊状態に陥ってしまうことになる。こ

のような帰結は、担税力に応じた税負担を実現しようとする通則法５条２項の趣旨（前記

(1))を没却するものであるし、ひいては遺留分減殺請求権の正当な行使を萎縮させる弊害す

ら引き起こしかねないものである。 

ウ さらに、遺留分減殺請求権が行使されるか否かによって被相続人に課されるべき国税の額

の承継割合が変動するとなると、遺留分減殺請求権の行使の有無が決まるまでは被相続人か

ら承継する国税の額が未確定な状態が続くことになるから、法的安定性が害されることにな

る。 

(5) 以上によれば、本件遺言は原告の相続分を零と定めるものであるから、原告が承継する乙

に課されるべき平成１９年分の所得税の額は０円であり、このことは本件遺留分減殺請求によ

っても左右されるものではないというべきである。 

これに対し、本件各処分（ただし、本件裁決により一部取り消された後のもの）には、通則

法５条２項の適用を誤り、原告が承継する乙に課されるべき国税の額を２０分の１の割合によ

りあん分して計算した違法がある。 

よって、原告はその各取消しを求めるものである。 
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（別紙２） 

本件各処分の根拠及び適法性に関する被告の主張 

１ 本件決定処分の根拠 

(1) 乙の平成１９年分の所得税の課税標準等及び税額等 

ア 総所得金額                       ３億０４１８万７２１９円 

上記金額は、次の(ｱ)から(ｴ)までの各金額の合計額である。 

(ｱ) 不動産所得の金額                  １億１０５１万２８０１円 

上記金額は、次のａの金額からｂ及びｃの各金額を控除した後の金額である。 

ａ 総収入金額                     １億７８８３万９９１６円 

上記金額は、乙が平成１９年中に日本国及び大韓民国に所在する不動産を貸し付けて

得た賃貸料及び名義書換料の合計額である。 

ｂ 必要経費の額                      ６８２２万７１１５円 

上記金額は、前記ａの総収入金額を得るために直接要した費用、一般管理費その他業

務について生じた費用及び減価償却費の合計額である。 

ｃ 青色申告特別控除額                     １０万００００円 

上記金額は、租税特別措置法２５条の２第１項の規定により控除される金額である。 

(ｲ) 配当所得の金額                     １０９５万５２５０円 

上記金額は、乙が平成１９年中にＩから支払を受けた株式の配当の金額である。 

(ｳ) 給与所得の金額                   １億７９２２万９５７６円 

上記金額は、乙が平成１９年中にＩ、Ｋ及びＬからそれぞれ支払を受けた給与等の収入

金額の合計額１億９０４５万２１８６円から、平成２４年法律第１６号による改正前の所

得税法２８条３項の規定により計算した給与所得控除額１１２２万２６１０円を控除し

た後の金額である。 

(ｴ) 雑所得の金額                       ３４８万９５９２円 

上記金額は、次のａ及びｂの各金額の合計額である。 

ａ 公的年金等の金額                     ２４５万８８６６円 

上記金額は、乙が平成１９年中に社会保険庁及びＭからそれぞれ支払を受けた公的年

金等の収入金額の合計額３７７万８４８８円から、所得税法３５条４項の規定により計

算した公的年金等控除額１３１万９６２２円を控除した後の金額である。 

ｂ 公的年金等以外の金額                   １０３万０７２６円 

上記金額は、乙が平成１９年中にＮから支払を受けた年金の支払金額及び乙が同年中

に貸付利息として支払を受けた金額の合計額２４６万１２９６円から、必要経費として

控除されるＮに対する払込年金保険料１４３万０５７０円を控除した後の金額である。 

イ 株式等に係る譲渡所得等の金額             １７億２５３１万８７５０円 

上記金額は、次の(ｱ)の金額から(ｲ)の金額を控除した後の金額である。 

(ｱ) 収入金額                     １８億１６１２万５０００円 

上記金額は、乙が平成１９年中にＯに対しＩの株式を１株当たり７５円で譲渡したこと

につき、所得税法５９条１項を適用し、その時における価額に相当する金額１株当たり２

５０５円を、当該譲渡した株数７２万５０００株に乗じた金額である。 
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(ｲ) 取得費                         ９０８０万６２５０円 

上記金額は、租税特別措置法通達３７の１０－１４の定めにより、前記(ｱ)の収入金額

１８億１６１２万５０００円に１００分の５を乗じて計算した金額である。 

ウ 所得控除の額の合計額                     １５３万８３７４円 

上記金額は、次の(ｱ)から(ｶ)までの各金額の合計額である。 

(ｱ) 医療費控除の額                       ２２万４９１４円 

上記金額は、乙が平成１９年中に支払った医療費の合計額３２万４９１４円のうち、所

得税法７３条１項に規定する金額１０万円を超える部分の金額である。 

(ｲ) 社会保険料控除の額                     ７１万８４６０円 

上記金額は、所得税法７４条１項の規定により、乙が平成１９年中の給与から控除され

た社会保険料等の金額６４万８２６０円及び乙が同年中に負担した介護保険料７万０２

００円を合計した金額である。 

(ｳ) 生命保険料控除の額                      ５万００００円 

上記金額は、乙が平成１９年中に支払った生命保険契約等に係る保険料又は掛金３８万

５７２８円について平成２２年法律第６号による改正前の所得税法７６条１項の規定に

より計算した金額である。 

(ｴ) 地震保険料控除の額                      ５万００００円 

上記金額は、乙が平成１９年中に支払った損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険

料又は掛金７万９０００円について所得税法７７条１項の規定により計算した金額であ

る。 

(ｵ) 寄付金控除の額                       １１万５０００円 

上記金額は、乙が平成１９年中に支払ったＰに対する寄付金１２万円を平成２０年法律

第２３号による改正前の所得税法７８条１項の規定により計算した金額である。 

(ｶ) 基礎控除の額                        ３８万００００円 

上記金額は、所得税法８６条１項に規定する金額である。 

エ 課税総所得金額                     ３億０２６４万８０００円 

上記金額は、前記アの総所得金額３億０４１８万７２１９円から前記ウの所得控除の額の

合計額１５３万８３７４円を控除した後の金額（ただし、通則法１１８条１項の規定により、

１０００円未満の端数金額を切り捨てたもの）である。 

オ 株式等に係る課税譲渡所得等の金額           １７億２５３１万８０００円 

上記金額は、前記イの金額と同額（ただし、通則法１１８条１項の規定により、１０００

円未満の端数金額を切り捨てたもの）である。 

カ 納付すべき税額                     ２億７９８８万７１００円 

上記金額は、次の(ｱ)及び(ｲ)の合計金額から(ｳ)から(ｵ)までの各金額を控除した後の金額

（ただし、通則法１１９条１項の規定により、１００円未満の端数金額を切り捨てたもの）

である。 

(ｱ) 課税総所得金額に対する税額  

１億１８２６万３２００円 

上記金額は、前記エの課税総所得金額３億０２６４万８０００円に所得税法８９条１項

に規定する税率を乗じて計算した金額である。 
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(ｲ) 株式等に係る課税譲渡所得等の金額に対する税額 

２億５８７９万７７００円 

上記金額は、前記オの株式等に係る課税譲渡所得等の金額１７億２５３１万８０００円

に平成２０年法律第２３号による改正前の租税特別措置法３７条の１０第１項に規定す

る税率を乗じて計算した金額である。 

(ｳ) 配当控除額                         ５４万７７６３円 

上記金額は、前記ア(ｲ)の配当所得の金額１０９５万５２５０円に所得税法９２条１項

の規定により計算した金額である。 

(ｴ) 源泉徴収税額                      ６９９４万８５７５円 

上記金額は、乙が平成１９年中に受けた配当所得から徴収された所得税の金額２１９万

１０５０円、乙が同年中に給与所得から徴収された所得税の合計金額６７６９万０６１３

円及び乙が同年中に雑所得から徴収された所得税の合計金額６万６９１２円の合計額で

ある。 

(ｵ) 予定納税額                       ２６６７万７４００円 

上記金額は、所得税法１０４条の規定による乙の平成１９年分所得税の予定納税額（第

一期分及び第二期分）の合計額である。 

(2) 原告が承継する納付すべき税額                ２７９８万８７００円 

原告が承継する納付すべき税額は、乙に係る平成１９年分の所得税の納付すべき税額２億７

９８８万７１００円を、原告の法定相続分である１０分の１の割合によりあん分して計算した

金額（ただし、通則法１１９条１項の規定により、１００円未満の端数金額を切り捨てたもの）

である。 

２ 本件決定処分の適法性 

被告が本件訴えにおいて主張する、原告が承継する納付すべき税額は前記１(2)のとおり２７

９８万８７００円であるところ、この金額は、本件決定処分（ただし、本件裁決により一部取り

消された後のもの）に係る原告が承継する納付すべき税額１３９９万４３００円（別表のＥの欄

の順号１７）を上回るから、本件決定処分は適法である。 

３ 本件賦課決定処分の根拠及び適法性 

上記２で述べたとおり、本件決定処分は適法であるところ、原告は、所得税法１２５条１項の

規定に基づく乙の平成１９年分所得税の申告書を提出しなかったことから、原告に対しては、通

則法６６条１項及び同条２項の規定に基づき無申告加算税が課されることになる。 

原告に課される無申告加算税の額は、本件決定処分（ただし、本件裁決により一部取り消され

た後のもの）に係る原告の納付すべき税額１３９９万円（ただし、通則法１１８条３項の規定に

より、１万円未満の端数金額を切り捨てたもの）に対して、同法６６条１項及び同条２項の規定

に基づき計算した金額２７７万３０００円となるところ、本件賦課決定処分（ただし、本件裁決

により一部取り消された後のもの）における原告の納付すべき無申告加算税の額（別表のＥの欄

の順号１８）は、これと同額であるから、本件賦課決定処分は適法である。 
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平成１９年分 （単位：円）

Ａ　本　件　各　処　分 Ｂ  異  議  申  立  て Ｃ　 異 　議 　決 　定 Ｄ　 審 　査 　請　求 Ｅ　 本 　件　 裁　 決

平成22年11月9日 平成22年12月16日 平成23年2月14日 平成23年3月2日 平成23年12月8日

1 304,187,219 304,187,219 304,187,219 304,187,219

不 動 産 所 得 の 金 額 2 110,512,801 110,512,801 110,512,801 110,512,801

配 当 所 得 の 金 額 3 10,955,250 10,955,250 10,955,250 10,955,250

給 与 所 得 の 金 額 4 179,229,576 179,229,576 179,229,576 179,229,576

雑 所 得 の 金 額 5 3,489,592 3,489,592 3,489,592 3,489,592

6 1,725,318,750 1,725,318,750 1,725,318,750 1,725,318,750

7 1,538,374 1,538,374 1,538,374 1,538,374

8 302,648,000 302,648,000 302,648,000 302,648,000

9 1,725,318,000 1,725,318,000 1,725,318,000 1,725,318,000

10 118,263,200 118,263,200 118,263,200 118,263,200

11 258,797,700 258,797,700 258,797,700 258,797,700

12 377,060,900 377,060,900 377,060,900 377,060,900

13 547,763 547,763 547,763 547,763

14 69,948,575 69,948,575 69,948,575 69,948,575

15 26,677,400 26,677,400 26,677,400 26,677,400

16 279,887,100 279,887,100 279,887,100 279,887,100

17 27,988,700 0 0 13,994,300

18 5,571,000 0 0 2,773,000

所 得 控 除 の 額 の 合 計 額

課 税 総 所 得 金 額

( 1 － 7 )

株 式 等 に 係 る 課 税

譲 渡 所 得 等 の 金 額

課税総所得金額に対する税額

　　（別表）

納 付 す べ き 税 額

( 12 － 13 － 14 － 15 )

無 申 告 加 算 税 の 額

総 所 得 金 額

( 2 ＋ 3 ＋ 4 ＋ 5 )

算 出 所 得 税 額

( 10 ＋ 11 ）

配 当 控 除 額

棄　却

承 継 す る 納 付 す べ き 税 額

課税処分等の経緯

項 目

年 月 日

内

訳

株 式 等 に 係 る 課 税 譲 渡

所 得 等 の 金 額 に 対 す る 税額

源 泉 徴 収 税 額

予 定 納 税 額

株式等に係る譲渡所得等の金額
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